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《陳情主旨》 
 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令における『犬

及びねこの夜間展示規制関係』を 
１・『販売業の展示を２０時までとする』と販売業と展示業を分離して欲しい。 
２・１が現段階で難しい場合は、猶予期間を設け、その期間で充分な議論をし 

再検討して欲しい 
３・１及び２が難しい場合、今回の規制は『幼齢の猫（１歳未満）に限る』と

して欲しい。 
上記の３点のいずれかに修正して頂けるよう要望いたします。 
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《陳情理由》 
今回の夜間展示規制において想定されているペットショップとは、展示専門業

者である猫カフェは、展示方法が大きく異なります。具体的には、 
１・成猫が中心である。 
２・ケージに比べ格段に広い空間で展示している。 
となります。 
私達は生体販売を行っておりませんので、長いスパンで猫達の事を考えて営業

しております。そもそも猫達にストレスが掛かる環境では、営業的に不利益を

もたらします。 
（猫好きの方が来る店なので評判が落ちる。スタッフも猫好きなので辞めてし

まう。ストレスで病気になれば病院代がかかる等） 
その為、いかに猫達にストレスを掛けないかが、猫カフェでは大きな命題をな

っており、人の手に触れない場所を作るなど各店工夫して営業しています。 
 
その為、猫カフェ連盟準備委員会の主張と致しましては、 
『２０時以降の展示を規制される事が、猫達のストレス軽減にはならない』 
となります。そもそも２０時以降という時間帯は、お客さんが少なく、リピー

ターさんが多く、猫達が活動的な時間帯です。 
 
２０時は早すぎるから２２時なら良いのではないか？  
と規制される時間を問題にする意見もありますが、 
私達としては、時間の規制を認めるという事は、 
『猫達がフロアに出る事＝ストレスが掛っている』と認める事になり、これは

認める事は出来ません。 
営業終了後は体調管理の為、ケージにて猫を休ませる店も多いです。 
営業時間の短縮は、狭いケージに入る時間を延ばすだけという結果になり、猫

達のストレスを増加させる恐れがあります。 
また営業時間の短縮は、店舗の無人時間を延ばす結果になります。 
 
『２０時以降の展示を禁止する事が、猫達のストレス軽減にはならない』 
と私達は考えている以上、営業時間を制限される事は、憲法で保障されている 
『営業の自由』を侵害される行為だと考えております。 
 
時間の規制をするのであれば、猫カフェの展示方法では猫達にストレスが掛る

という科学的根拠を示して頂けるよう切に希望いたします。 
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